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入札契約適正化指針の改正について 

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 



国、特殊法人、地方公共団体等の発注者全体を通じて、入札・契約の適正化の促進により、公共工事に

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の概要 

目 的

公布 平成12年11月27日 

    国、特殊法人、地方公共団体等の発注者全体を通じて、入札 契約の適正化の促進により、公共工事に 
     対する国民の信頼の確保と建設業の健全な発達 

①透明性の確保 ②公正な競争の促進 ③適正な施工の確保 ④不正行為の排除の徹底

目 的 

入札・契約適正化の基本原則の明示 
①透明性の確保 ②公正な競争の促進 ③適正な施工の確保 ④不正行為の排除の徹底 

全ての発注者に義務付ける事項 各発注者が取り組むべきガイドライン 

(1)毎年度の発注見通しの公表 
・発注工事名・時期等を公表（見通しが変更された場合も公表） 
 

(2)入札・契約に係る情報の公表

(1)「適正化指針」 の閣議決定 
・国土交通大臣、総務大臣、財務大臣が共同で案を作成 
 

(2)主な内容 (2)入札 契約に係る情報の公表
・入札参加者の資格、入札者・入札金額、落札者・落札金額 等 

 
(3)施工体制の適正化 

丸投げの全面的禁止

 ①第三者機関による入札過程、契約内容等のチェック 
 ②苦情処理手続き、体制等の整備 
 ③入札・契約の方法の改善(一般競争入札の拡大、総合評価 
  方式の拡充、指名競争における指名の適正化・透明化等) 

④工事の施工状況の評価実施の徹底・丸投げの全面的禁止
・受注者の現場施工体制(技術者の配置・下請の状況等)の報告 
・発注者による現場の点検等 

 
(4)不正行為に対する措置

④工事の施工状況の評価実施の徹底
 ⑤その他 
 ・不良不適格業者の排除 
 ・ダンピングへの対応 

・入札・契約のＩＴ化の推進 等

「適 化指針 プ

(4)不正行為に対する措置 
・不正事実(談合等)の公正取引委員会、建設業許可行政庁への 
 通知 

入札 契約のＩＴ化の推進 等

発注者は、指針に従い、入札・契約の適正化を推進 

「適正化指針」のフォローアップ
・毎年度、取組み状況を把握し、公表 
・特に必要のあるときは改善を要請 

 職員に対する教育 
 建設業者に対する指導 等 

＜平成13年4月1日以降の入札・契約から適用＞ 
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「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針 
（適正化指針）」の改正の流れについて 

 
平成１２年１１月 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 公布 
平成１３年３月  公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針 閣議決定 
    

 H15.1 官製談合防止法 施行 

H17 4 公共工事品質確保法 施行

平成１８年６月 公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針 部改正

H17.4 公共工事品質確保法 施行

平成１８年６月  公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針 一部改正
        （一般競争入札の拡大、総合評価方式の拡充、予定価格等の事後公表の推進、 
         官製談合の排除・防止の徹底 等） 

 H19.3 官製談合防止法 改正 （職員による入札等の妨害の罪の新設等） 

 H21.6 独占禁止法 改正 （課徴金減免制度の拡充等） 

 H22.3 入札契約制度の更なる改善について公表 （総合評価落札方式の透明性の確保等）  

 H23.6 建設産業戦略会議とりまとめ（地域維持型の契約方式の導入、ダンピング対策の 

                   強化、段階選抜方式の活用推進等） 

○前回の適正化指針の改正後の動きを踏まえた改正が必要 
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「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針 
（適正化指針）」の主な改正内容（案）について 

○「地域維持型契約方式」の導入 
 

地域維持事業（災害対応 除雪 インフラの維持管

 
 
○ 予定価格、調査基準価格及び最低制限価格は、 

後

公正な競争の促進 透明性の確保 不正行為の排除 

地域維持事業（災害対応、除雪、インフラの維持管
理の事業）の担い手確保に資するための新たな契 
約方式として、包括発注（一括契約や複数年契約） 
や、地域維持型ＪＶ（仮称）による受注の仕組みを導 
入

 契約締結後の公表とする。
 
○ 外部から入札関係職員への不当な働きかけがあっ 
  た場合の「記録・報告・公表の仕組み」を導入。 

入。 
 
地域維持型ＪＶ（仮称）は、地域維持事業の実施を 
目的に継続的に結成。経常ＪＶや個別企業との同 
時登録ができる。

  適正な施工の確保 

 
○ 一般競争入札、総合評価方式 
 

 一般競争入札及び総合評価方式を適切に活用。 

○ 調査基準価格の見直し、価格による失格基準の 
  導入によるダンピング対策の強化 
 
○ 契約における受発注者間の対等性の確保（標準 

 受発注者双方の事務負担の軽減のため、段階審 
 査による落札者決定方式を活用。 

 
○ 地域要件について、各発注者が運用方針を作成し

○ 契約における受発注者間の対等性の確保（標準
  約款に基づく変更契約等） 

その他域要件 、各発注者 用方針を作成
  た上で、適切な設定を図る。 
 
○ 予定価格の設定に当たり、設計金額からの歩切り 
  は、行わない。

 
○ 暴力団排除条項の整備・活用、暴力団等による不当 
  介入時の通報 
 

その他 

は、行わな 。
○ ＣＭ方式の活用･拡大 
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事業所数の減少率（H11→H18地方圏） 
【出所：総務省「事業所・企業統計調査」（H11・H18）】 
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除雪の採算性 

地域維持事業の低い採算性 

「地域維持型契約方式」の導入 段階審査による落札者決定方式 

平均入札参加者数 
（国土交通省直轄の 

WTO対象工事） 
0 

5 

10 

35 0
-30.0  
-25.0  
-20.0  
-15.0  
-10.0  
-5.0  
0.0  
5.0  ） 

6.4 

総合評価の技術提案・
審査に多くの 

予定価格の 
７．１％分の 

  コスト 

営業利益率 
（平均）  

０．６％ 

-45.0  
-40.0  
-35.0  

秋田県 富山県 鳥取県 
富山県建設業協会調べ（H23年1月） 
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地域維持事業における都道府県の将来的な懸念 

予定価格の7.1%が受発注者全体のコ
ストとなっている。 
建設企業の営業利益率は0.6%。 

コストを要している（H21） 除雪 
災害対応 

インフラの維持管理 
現時点で支障あり 現時点で支障ないが将来的に懸念

 （除雪） 【北陸４県・市町村】 （H１９）１１９件，（H２０）１８３件，（H２１）１８６件 不調・不落の増加 

低価格入札の発生率
（％

 出所：国土交通省「建設企業の災害対応、除雪、インフラの維持管理等に関するアンケート」及び北陸地方整備局（平成23年1月） 
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